
 

 

平成２４年１０月３０日 

復 興 庁 

 

 

復興推進計画の認定について 

 

１０月１２日付けで、茨城県及び県内４０市町村から共同申請のあった復興

推進計画について、１０月３０日付けで認定します（認定番号茨城第２号）。

概要は以下のとおりです。 

 

記 

 

 

● 確定拠出年金法に係る特例措置 

【対象区域】 

 茨城県内４０市町村の区域 

【特例措置の内容】 

 確定拠出年金法により、通算拠出期間が１月以上３年以下であること等一

定要件を満たす者以外は、原則として中途での脱退が認められていないとこ

ろ、本特例により、住環境の再建、事業の維持・再開、就労確保等に資金を

活用すると特定地方公共団体の長が認めた者への一時脱退金の支給を可能

とするもの。 

 

 

 認 定 を 受 け た 復 興 推 進 計 画 に つ い て は 、 復 興 庁 ウ ェ ブ サ イ ト

（http://www.reconstruction.go.jp/）に掲載する予定です。 

 

 

 

 

 

 

記 者 発 表 資 料 

本件連絡先： 

復興庁 

復興特区班  藤井、日向 

TEL：03-5545-7365 

茨城事務所  渡辺、野中、杉浦 

   TEL：029-232-8088 


